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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年２月14日開催の取締役会において、イリオスネット株式会社（本社：東京都港区高輪2-15-21 コシ

ダビル5F、代表取締役社長　宮﨑　毅）に対して、当社が運営する移動体情報通信機器の販売代理店事業を譲渡する

ことについて決議し、同日付で基本合意書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容

等の開示の関する内閣府令第19条第２項８号の規定に基づき、臨時報告書を提出しております。

この度、当社はイリオスネット株式会社と本事情譲渡に関して最終合意に達し、事業譲渡契約を締結いたしました

ので、先に提出した臨時報告書の内容を補充するため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告

書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

　２　報告内容

　　（３）当該事業譲渡の契約内容

　　　②譲渡財産

　　　④事業譲渡日程

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

②譲渡財産

　　現時点では確定しておりません。

 
④事業譲渡日程

　取締役会決議　　　2020年２月14日

　　基本合意書締結　　2020年２月14日

　　事業譲渡契約締結　2020年３月31日（予定）

　　事業譲渡日　　　　2020年３月31日（予定）

 
（注）本事業譲渡は、会社法第467条第１項各号の規定に該当しない事業譲渡であるため、当社の株主総会の決議を要

し

     ません。

 

　なお、現時点では当該事業の諸条件は未確定であり、詳細が決定次第、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

 
（訂正後）

②譲渡財産　（2020年３月31日現在の帳簿価額）

科目 金額

流動資産 108百万円

固定資産 192百万円

流動負債 －

固定負債 24百万円
 

 
④事業譲渡日程

　取締役会決議　　　2020年２月14日

　　基本合意書締結　　2020年２月14日

　　事業譲渡契約締結　2020年３月31日

　　事業譲渡日　　　　2020年３月31日
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（注）本事業譲渡は、会社法第467条第１項各号の規定に該当しない事業譲渡であるため、当社の株主総会の決議を要

し

     ません。

 
以上
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